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支
那
財
政
改
革
運
動
の
結
志

キ白

ト
十

4
フ

雄

f象

近
代
支
那
財
政
史
と
闘
民
業
財
政
改
革

窮
乏
と
混
飢
、
夫
か
ら
苑
れ
る
潟
白
政
府
の
絶
へ
ざ
る
努
力
、
此
等
の
事
貨
を
以
T
一
紅
代
支
那
財
政
史
は
終
始
す
る
一
。

清
朝
以
来
国
民
業
忙
亙
る
迄
、
近
代
支
那
財
政
史
仁
於
け
る
財
政
捨
賞
者
仁
は
交
代
が
あ
り
、
彼
等
が
財
政
再
建
白
筋
に
求
め
仁

手
段
は
、
必
十
し
も
同
一
で
は
無
か
つ
仁
が
・
窮
乏
と
混
乱
の
克
服
は
彼
等
の
滋
ら
在
い
円
棋
で
あ
っ
ゎ
。
即
ち
支
郊
財
政
改
草
運

動
は
、
窮
乏
の
背
後
に
か
〈
れ
に
問
題
を
次
第
に
採
り
上
げ
乍
ら
展
開
し
て
行
ぐ
の
で
あ
る
が
、
特
に
清
末
に
於
け
る
財
政
機
構
へ

の
反
省
を
起
却
と
し
て
、
民
闘
初
期
に
は
吏
じ
モ
の
腕
野
を
蹟
大
し
、
財
政
政
策
と
し
て
捉
へ
る
べ
き
も
の
は
す
べ
て
之
を
捉
へ
、

財
政
改
革
運
動
は
一
賎
そ
の
軌
道
じ
乗
る
の
で
あ
る
。
印
ち
、
(
一
)
財
政
棋
と
財
源
の
集
中
、
合
マ
税
源
培
養
の
線
に
削
ふ
税
制
改

草
、
(
=
ロ
公
債
整
理
、
此
の
三
つ
が
民
岡
初
期
に
財
政
再
建
O
潟
に
掲
げ
ら
れ
に
基
本
目
様
で
あ
っ
た
。
第
一
に
財
政
を
安
定
し
た

一
切
の
財
政
措
置
が
支
那
枇
舎
の
隅
々
に
迄
浸
透

基
礎
の
上
位
置
〈
に
は
、
先
づ
清
朝
以
来
の
特
異
及
財
政
機
構
を
〈
つ
が
へ
し
、

し
、
叉
財
源
が
そ
の
中
聞
に
於
て
遮
断
さ
れ
る
事
な
〈
、
直
接
携
税
者
か
ら
政
府
に
流
入
し
得
る
様
左
組
織
に
改
め
る
必
要
が
あ
っ

た
。
第
二
忙
制
度
が
改
め
ら
れ
で
も
、
そ
の
時
そ
の
時
の
必
要
に
泊
ら
れ
て
継
ぎ
足
さ
れ
て
行
っ
た
租
税
制
度
が
そ
の
億
で
あ
れ

ぽ
、
極
め
て
煩
雑
た
租
税
が
祉
舎
の
捻
税
力
主
抑
座
す
る
事
と
友
り
、
清
末
増
税
政
策
の
成
果
に
鑑
み
て
も
、
決
し
て
財
政
永
遠
の

支
那
財
政
改
革
運
動
の
結
末

倍
五
十
九
巻

三五

ゴZ

傍

観

まl稿、支那財政改革運動白煙運主(値商論叢、五凡ノ三)。



支
那
財
政
改
革
運
動
白
結
末

品
伊
豆
十
丸
巻

ヨ王

ヨi

保

協

討
を
樹
て
る
所
以
で
は
無
か
っ
た
。
従
っ
て
、
新
し
い
財
政
機
緋
に
よ
り
大
吉
左
款
果
を
期
待
す
る
仁
は
、
奮
い
租
枕
制
度
を
税
源

培
養
の
線
に
副
ふ
新
し
い
租
税
健
系
に
世
き
代
へ
ね
ば
な
ら
左
か
っ
た
。
第
三
に
清
朝
以
来
白
外
債
が
抱
大
注
額
に
遣
し
、
し
か
も

そ
D
元
利
償
還
は
債
権
闘
と
の
保
約
に
依
っ
て
厳
重
日
縛
り
つ
け
ら
れ
て
ゐ
亡
錦
、

放
出
地
は
結
局
此
の
一
仙
献
を
以
て
限
界
と
し
な
け
れ
ば
た
ら
中
、
公
債
整
迎
忙
闘
す
る
確
固
た
る
方
針
が
樹
て
ら
れ
な
け
れ
ば
、
第
一

・
第
一
一
の
目
椋
に
至
る
ベ
昔
措
世
が
、
止
し
順
調
に
進
ん
だ
唱
と
こ
ろ
で
、
そ
の
成
山
本
は
此
白
一
角
か
ら
崩
れ
る
恐
れ
が
あ
っ
ゎ
。
か

一
方
で
経
費
節
減
比
努
め
た
と
E
る
で
、
モ
の

う
し
て
一
臆
は
、
民
間
開
初
期

ω財
政
政
策

ω中
に
、
必
要
な
一
切
の
針
策
が
縫
り
込
ま
れ
、
夫
が
寅
行
に
移
さ
れ
て
行
く
D
で
あ
る

が
、
支
那
枇
曾
の
根
底
に
わ
だ
か
ま
る
よ
り
根
本
的
た
依
件
に
妨
げ
ら
れ
て
、
民
図
初
期
の
財
政
改
革
運
動
は
何
等
の
款
を
も
奏
し

得
た
い
の
で
あ
る
。
帥
ち
政
府
の
政
治
力
と
財
政
を
支
へ
る
ベ
昔
支
那
枇
舎
の
生
産
力
の
問
題
が
、
上
-
下
の
限
界
と
し
て
財
政
改

草
運
動
を
狭
慌
た
坪
内
に
抑
座
す
る
の
で
あ
る
。
図
民
誌
が
財
政
政
策
の
根
本
目
標
と
し
て
示
し
た
所
も
、
民
間
四
初
期
に
於
け
る
夫

を
金
〈
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
然
し
、
同
氏
誕
は
一
方
所
謂
地
方
草
閥
の
勢
力
を
減
殺
し
、
他
方
支
那
枇
曾
の
生
産
力
を
培
養

ず
る
鋳
ド
、
財
政
改
革
運
動
と
併
行
し
て
多
大
の
努
力
主
排
っ
て
ゐ
た
。
-
銅
遣
合
議
白
開
催
・
民
国
民
築
五
閥
-
K
D
抗
争
・
極
済
建
設
浬

動
等
従
っ
て
財
政
政
策
D
領
域
巳
於
て
己
モ
、
岡
氏
認
は
民
同
初
期
以
来
白
軌
道
の
上
に
あ
っ
た
が
、
政
治
力
の
強
化
と
生
産
力

の
育
成
と
云
ム
二
つ
の
努
力
に
依
っ
て
、
そ
の
財
政
改
革
運
動
を
側
面
か
ら
補
強
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。
此
の
意
味
に
於
て
図
氏

誕
の
財
政
改
革
運
動
は
、
従
来
の
夫
巳
比
す
れ
ば
謡
巳
問
題
の
極
心
忙
迫
る
も
の
で
あ
り
、
夫
丈
に
、
近
代
支
那
財
政
史
E
貫
く
財

政
改
革
運
動
の
頂
割
に
立
づ
て
ゐ
た
ム
」
一
臆
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

北
京
政
府
が
統
一
力
を
犬
ひ
、
支
那
枇
舎
が
混
乱
耽
態
に
陥
入
る
じ
従
っ
て
、
図
MHι

換
が
之
い
い
代
っ
て
弐
第
に
そ
の
勢
力
を
鏑
大

し
て
行
く
が
、
岡
氏
黛
が
支
那
統
一
の
理
想
主
資
現
ナ
る
鋳
に
は
、
何
よ
り
も
先
づ
、
そ

ω運
動
を
強
力
な
物
的
基
礎
の
上
に
世
く

拙稿、民団初期目財政政策とその成果(東亜人丈単報、三ノ三)。
拙稿、支那財政改革運動白担過(極消論議、五八ノ三}、民国初期白財政武筑
とそ目成呆(来車人文書忌報、三ノ三九
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、

必
要
が
あ
っ
た
。
勿
論
財
政
の
安
定
強
化
は
、
閥
民
黛
の
支
那
統
一
を
ま
ち
、
支
那
粧
品
世
り
生
産
力
に
ヘ
裏
打
ち
さ
れ
て
始
め
て
笠
み

得
る
所
で
あ
る
に
し
て
も
、
少
〈
と
も
財
政
の
確
立
に
閲
し
て
一
定
の
方
針
を
持
ち
、
共
の
方
向
へ
白
最
大
限
白
努
力
傾
注
は
、
岡

民
黙
の
支
那
統
一
に
ふ
り
極
め
で
主
要
た
一
う
の
前
提
保
件
に
謹
ひ
無
か
っ
た
。
従
っ
て
岡
民
黛
は
ん
品
一
初
か
ら
此
の
問
題
に
つ
い
て

は
大
雪
た
闘
心
新
排
ひ
、
所
論
そ
の
庚
東
時
代
か
ら
機
合
あ
る
毎
に
財
政
方
針
を
内
外
に
宣
言
し
て
ゐ
た
。
即
ち
民
岡
十
三
年
一
月

庚
束
で
関
係
さ
れ
た
第
一
弐
全
関
代
表
大
舎
に
於
で
、

(
一
)
財
政
槙
と
財
源
の
集
中
、

(
二
)
税
制
改
革
、

(
三
)
関
税
自
主
植
の
岡

復
、
(
四
)
外
債
政
策
の
確
立
、
の
四
項
目
を
財
政
改
平
D
謀
本
目
標

E
し
て
掲
げ
、
そ
の
後
に
於
て
も
機
舎
を
求
め
て
は
財
政
方
針

を
稜
表
し
て
ゐ
売
。
例
へ
ば
、
民
閣
十
五
年
武
漢
世
間
後
に
於
け
る
臆
念
的
財
政
政
策
の
覧
表
・
民
同
十
六
年
中
央
執
行
委
員
舎
に
於
け
る
財
政
続

一
案
・
同
年
中
央
政
治
令
議
に
於
け
る
財
政
政
策
に
閥
ず
る
諾
決
定
等
l
勿
論
夫
々
白
問
忙
成
狭
の
差
は
あ
つ
に
が
、
究
M

叫
に
於
て
夫
等
の
目

ぎ
ず
所
は
此
の
回
目
標
の
範
閣
内
忙
置
か
れ
て
ゐ
七
。
此
等
の
岡
目
標
白
中
、
第
二
は
、
租
税
原
則
論
め
教
へ
る
所
に
従
っ
て
、
所

得
税
等
の
新
枕
を
租
枕
閥
系
D
巾
じ
採
り
入
れ
、
負
捻
の
公
正
を
計
ら
う
と
す
る
‘
も
の
で
も
あ
つ
に
が
、
よ
り
以
上
に
祉
舎
の
生
産

力
を
苛
抗
雑
税
の
拘
束
か
ら
併
放
す
る
事
に
軍
舶
を
置
い
で
ゐ
士
。
第
三
は
、
外
部
か
ら
束
縛
さ
れ
て
ゐ
仁
閥
税
率
白
決
定
植
を
問

復
し
、
附
税
に
盟
友
収
入
を
期
待
す
る
と
共
に
、
関
内
の
幼
四
割
た
産
業
を
強
大
た
外
岡
生
産
力
の
膝
力
か
ち
守
担
、
閥
内
生
産
力
の

上
昇

ι費
す
べ
き
機
能
を
新
し
い
山
関
税
制
度
に
求
め
て
ゐ
に
。
つ
ま
り
第
二
・
第
三
の
目
標
は
、
等
し
〈
税
源
の
培
養
を
目
ざ
す
も

の
で
あ
り
、
結
局
岡
民
業
白
財
政
方
針
は
、
民
闘
一
初
期
仁
於
け
る
財
政
携
首
者
が
理
想
と
し
て
掲
げ
た
所
を
軌
を
一
に
し
て
ゐ
た
課

で
あ
る
。
蓋
し
民
閥
初
期
忙
於
て
、
財
政
の
質
情
に
鋭
み
て
、
捉
へ
る
べ
き
も
白
と
し
て
前
述
の
三
個
の
目
標
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
の

方
向
忙
副
っ
て
必
要
な
一
切
白
措
置
が
採
ら
れ
乍
ら
、
夫
が
何
等
の
成
果
を
も
牧
め
得
示
、
財
政
は
夜
来
の
軌
道
を
一
歩
も
離
れ
る

事
無
〈
、
全
く
同
一
白
保
件
の
下
に
置
か
れ
て
ゐ
仁
D
で
あ
る
か
ら
、
闘
民
集
が
財
政
政
策
の
領
域
に
於
て
、
民
閲
初
期
D
夫
を
階

支
部
財
政
改
革
運
動
自
結
末

第
五
十
九
巻

主

静

観

五



支
那
財
政
改
革
運
動
白
結
末

第
五
十
九
巻

五
回

第

l!It 

五
P旦

襲
し
に
白
は
営
然
で
あ
っ
七
。

成
功
相
に
北
代
を
終
へ
七
後
、
閲
民
黛
は
北
京
政
府
に
代
つ
で
支
那
支
配
者
の
地
位
に
立
つ
が
、
之
を
境
界
と
し
で
園
民
誌
の
政

治
は
、
所
謂
軍
事
期
を
終
っ
て
建
設
期
に
入
っ
と
行
〈
。
従
っ
て
図
民
黛
が
雨
後
白
工
作
を
順
調
忙
進
め
て
行
ぐ
矯
に
は
、
エ
」
り
あ

へ
や
軍
事
期
に
於
け
る
一
切
の
膝
念
的
在
諸
政
策
を
清
算
し
、
或
は
躍
に
口
約
の
程
度
で
宣
偉
し
て
ゐ
七
諸
方
針
忙
資
質
的
左
内
容

を
織
り
込
ん
で
行
〈
必
要
が
あ
っ
た
。
財
政
政
策
に
闘
し
で
も
全
〈
同
様
で
あ
つ
に
。
あ
た
か
も
卒
闘
終
済
合
議
会
図
財
政
合
議
は

此
O
様
た
目
的
を
以
て
招
集
さ
れ
た
も

D
で
あ
っ
七
。
印
ち
此
白
一
刷
次
の
品
開
議
仁
於
て
は
、
勝
来
に
於
け
る
財
政
・
経
済
D
E
K
閲

ず
る
諸
施
設
に
つ
昔
、
抽
象
的
た
論
議
よ
り
も
む
し
ろ
具
悌
的
在
勤
に
貫
き
が
置
か
れ
、
必
要
た
問
題
が
研
賀
さ
れ
て
ゐ
た
。
雨
次

白
曾
議
を
経
て
、
従
来
同
氏
鎮
の
褒
表
し
て
ゐ
に
財
政
方
針
は
著
し
〈
具
阻
開
化
さ
れ
、
爾
後
忙
採
ち
れ
る
べ
き
財
政
措
置
の
杢
貌
が

明
陀
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
之
を
時
機
と
し
て
岡
氏
誕
の
財
政
改
革
運
動
は
、
宜
保
D
時
代
か
ら
費
行
期
に
入
り
、
よ
り
庚
汎

を
図
民
議
の
建
設
運
動
の
一
環
と
し
て
、
前
惑
の
目
標
忙
向
っ
て
、

切
白
必
要
た
措
置
が
費
地
に
移
き
れ
T
一
行
〈
の
で
あ
る
。

岡
尽
黛
の
財
政
改
革
蓮
動
の
展
開
を
一
不
す
べ
き
も
山
と
し
て
、
民
側
十
三
年
一
月
成
東
で
開
催
さ
れ
た
第
」
安
全
閥
代
表
犬
舎
に

於
け
る
財
政
方
針
白
磁
表
以
来
、
そ
り
恭
線
に
耐
ひ
乍
ら
、
次
白
様
に
機
舎
を
捉
へ
て
は
方
針
が
一
不
さ
れ
、
日
棋
に
至
呂
ベ
雪
古
D

E
し
て
次
の
様
友
一
聯
の
措
置
が
資
施
さ
れ
て
ゐ
る
。

民
岡
十
三
年

民
岡
十
五
年

民
闘
十
六
年

関
東
に
筑
一
夫
舟
閑
代
表
大
合
を
倒
催
、
財
政
方
針
護
設

武
漢
謹
向
と
共
に
巾
央
執
行
事
員
合
及
政
府
各
部
長
白
陥
時
珊
附
合
議
を
開
催
、
臨
急
帥
財
政
政
策
鼎
班
長

紅
櫛
占
領
後
中
央
執
行
番
員
脅
財
政
統
一
索
決
議
、
五
省
(
江
蘇
・
安
徽
・
櫛
江
・
庚
束
・
嗣
建
)
代
表
と
財
政
部
代
表
に
依
り
巾

県
政
治
曾
議
を
開
催
、
治
標
(
軍
費
調
建
策
)
・
治
本
(
財
政
改
革
方
針
】
に
闘
す
る
方
針
を
決
定

杢
岡
樫
済
合
議
・
圭
岡
財
政
脅
議
の
開
催
l
1財
政
骨
議
に
於
で
、
財
政
統
一
案
・
財
政
聡
明
大
綱
案
・
岡
家
地
方
肱
支
割
分
且

民
間
十

b
年

中華民国法規大杢(三〉、財世部、財政年鑑、 1，・下、益園耳抱交官議事量編、基圏
各省市輯減回賦附加駿除苛指雑積報告書、財政部所持続事務盛湖南事事事庭、
二十五年度工作報告書、貰士毅、結民図財政史(ー)(二)(四)、温川恒忠、主
那政治組織由研究、商餓、最近に於げる闘民政府の財政脆設、等に依る 9
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民

困

十

八

年

民
閤
十
丸
年

民
閥
二
十
年

民
困
二
十
一
年

民
国
二
十
二
年

地
方
財
政
監
督
業
・
交
誼
事
業
内
外
債
整
珂
白
剤
・
整
理
全
国
土
地
卦
詩
集
・
抽
隅
算
制
度
確
立
川
公
理
算
一
岳
民
曾
設
立
案
・
醐
間
務
整
理
「

案
・
所
得
祇
及
遺
庫
抵
費
行
犬
制
案
・
畑
酒
揖
整
理
大
綱
案
・
閑
向
調
祖
積
裁
撤
特
積
消
費
税
施
行
大
綱
案
・
印
花
枕
整
理
排
法

案
・
則
政
部
裁
胆
委
員
舎
組
織
大
綱
案
・
関
輯
監
督
署
設
立
案
専
を
採
揖

剖
八
万
同
家
収
入
地
方
収
入
暫
行
標
準
案
・
財
政
部
組
織
法
・
岡
内
準
口
閥
秘
傑
例
・
閑
内
題
叩
叫
枕
裁
撒
保
例
・
同
廠
枕
僚
例
制
定

日
本
を
除
き
米
国
以
下
十
三
ケ
関
関
税
自
主
樫
承
認

改
排
特
穏
消
費
枇
原
則
・
特
穂
泊
費
税
樺
例
制
定
、
江
蘇
・
漸
江
・
安
徽
・
江
西
・
繭
建
王
者
を
範
聞
と
ず
る
裁
庫
耕
法
制
定

限

制

伍

牧

田

賦

附

加

排

法

制

定

@

費
行
公
債
及
討
借
款
項
限
制
排
法
制
定

七
種
差
隼
税
事
也
用

内
井
債
毅
理
委
員
合
相
続

裁
加
と
特
稲
消
費
税
貿
胞
を
決
定

所
得
税
保
例
制
定

公
債
法
原
則
制
定

H
支
閥
祉
協
定
成
立
・
上
前
に
裁
問
委
員
排
事
鹿
設
置
・
M

出
金
及
周
人
間
類
似
の
一
切
回
腸
招
駿
止
を
峰
明

土
地
法
公
布
・
巾
央
地
政
糊
開
設
問

各
同
債
務
整
理
香
員
令
開
催
・
内
外
債
整
瑚
椴
計
書
煙
害
愛
表

団
定
輸
入
枕
則
及
閥
定
輪
出
枕
別
貸
施

財
政
部
航
続
法
修
正
公
布

続
揖
蹄
系
確
立
，

長
岡
財
政
委
員
骨
組
織
傑
例
制
定

監
督
地
方
財
政
暫
行
法
公
布

整
理
問
賦
附
加
紳
法
八
百
布

監
督
地
方
財
政
暫
行
法
施
行
細
則
合
布

第
五
十
九
巻

三五

五

策

抗

支
那
財
政
改
革
運
動
の
結
末

三五

五



支
部
財
政
改
草
運
動
白
結
末

傍
宜
十
九
巻

五
六

官事

競

五
六

民
国
二
十
一
ニ
年

第
二
次
全
岡
財
政
官
議
開
催

1
1永
遠
不
准
再
噌
同
賦
附
加
及
再
立
不
骨
法
税
拐
令
・
腫
定
苛
損
雑
務
範
関
井
整
理
排
法
・
排
理

土
地
陳
報
綱
要
企
布
・
財
政
部
に
地
方
務
調
整
蝿
委
員
合
・
各
省
に
指
稀
整
理
番
員
合
設
置

財
政
収
支
系
統
法
士
布

所
得
枇
暫
行
排
法
・
施
行
棚
則
一
公
布

民
岡
二
十
周
年

民
園
二
十
五
年

閥
民
黛
財
政
の
貧
相

周
知
の
様
に
、
北
伐
の
終

T
K共
に
岡
民
黛
の
政
治
は
軍
事
期
を
終
っ
て
建
設
期
に
入
る
。

然
し
凶
氏
黛
が
一
照
は
支
那
支
配
者
の
地
位
K
立
つ
亡
と
は
云
ふ
も
の
の
、
犬
は
表
面
上
の
事
柄

ι過
ぎ
十
、
そ
の
支
配
の
及
び

得
る
範
聞
は
山
聞
か
数
特
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
他
の
地
域
に
は
倫
所
謂
地
方
軍
閥
が
割
搬
し
て
、
支
那
此
台

ιは
ま
だ
割
り
切
れ
た
い

空
気
が
低
迷
し
て
ゐ
士
、
岡
氏
熊
は
云
は
w
h

最
大
の
軍
閥
と
も
云
ふ
ペ
昔
も
の
で
、
モ
白
支
配
力
も
極
め
て
不
安
定
で
あ
っ
て
、
そ

れ
丈
じ
図
民
誌
の
建
設
運
動
は
営
然
そ
の
前
迭
に
大
昔
た
摩
擦
が
強
想
さ
れ
士
。

財
政
権
と
財
源
の
集
中
を
目
的
と
し
て
各
種
の
措
置
が
採
ら
れ
る
が
、
右
の
様
た
事
情
に
妨
げ
ら
れ
て
、
夫
等
は
中
間
に
於
て
遮

断
さ
れ
ぎ
る
を
得
十
、
閥
民
黛
の
支
配
力
白
浸
潤
し
得
る
地
域
に
於
て
そ
の
機
能
を
溌
揮
し
得
る
に
過
ぎ
た
い
。
加
ふ
る
に
座
金
慶

止
に
件
っ
て
重
大
た
財
源
を
喪
失
す
る
に
至
つ
仁
地
方
は
、
必
要
に
泊
ち
れ
て
、
関
民
集
白
雑
税
惑
理
の
藤
明
に
も
拘
ら
宇
、
却
っ

て
座
金
牧
入
に
代
る
ベ
昔
も
の

E
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
待
相
在
課
税
物
件
を
動
員
し
て
ぬ
わ
。
同
賦
附
加
積
・
雑
聴
・
兵
差
・
撹
祇
等
|

此
の
結
果
、
経
拙
川
流
誼
が
阻
止
さ
れ
生
産
力
が
抑
服
さ
れ
る
震
口
、
延
ひ
て
は
支
那
枇
合
会
悼
の
持
税
力
が
萎
縮
せ
ざ
る
を
得
十
、

夫
が
岡
民
熊
の
支
配
し
得
ベ
雪
税
源
に
迄
も
影
響
す
る
。
勿
論
此
の
様
託
事
態
か
ら
売
れ
る
震
に
、
国
民
誌
は
一
方
で
は
支
配
力
強

化
を
目
的
と
し
て
、
裁
兵
問
題
を
採
り
上
げ
夫
但
必
要
左
掛
晶
君
決
定
し
て
ゐ
に
し
、
他
方
で
は
生
産
力
育
成
の
震
に
経
済
建
設
計

籾済年鑑(民囲ニト三年)上、第四章及世間(民団三十四年)第三章。
長国各省市減輯田賦附加鹿臨苛指雑枇報告帯、浦輔副査月報(一九一四〉中園
北方白兵主主と民民について、天野元之助、支那農業組済論、中、第六章参照。
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喧
買
を
進
め
て
ゐ
た
。
然
し
裁
兵
運
動
は
却
っ
て
宋
閥
由
一
民
閥
民
地
r

熱
を
そ
L
っ
て
、
国
民
誌
の
希
望
す
る
所
具
」
は
挫
の
紺
田
市
を
伴
ワ

て
ゐ
た
し
、
経
桝
建
設
運
動
に
閲
し
て
は
私
大
た
計
聾
が
樹
て
ら
れ
る
丈
で
、
そ
れ
丈
に
支
那
枇
舎
の
貸
情
に
そ
ぐ
は
た
い
も
白
が

あ
り
、
全
く
貨
行
牲
を
快
い
て
ゐ
売
。
従
っ
て
財
政
改
革
を
側
而
か
ら
援
護
す
べ
き
此
等
D
努
力
は
何
等
の
殻
力
も
持
っ
て
ゐ
た
か

っ
た
謬
で
あ
る
。

此
の
様
及
環
境
の
畑
間
に
あ
っ
て
、

E
の
様
た
財
政
計
賓
が
樹
て
ら
れ
て
見
七
b
E
ろ
で
計
重
也
り
の
牧
入
の
一
得
ら
れ
る
舎
は
無

い
。
之
に
反
し
て
、
岡
氏
議
が
白
己
の
支
配
力
強
化
D
矯
仁
軍
閥
を
抑
座
し
よ
う
と
す
る
希
望
と
、
軍
閥
が
岡
氏
黒
白
此
白
様
注
意

聞
か
ら
自
ら
を
守
ら
う
ー
と
す
る
努
力
は
、
そ
の
首
然
の
一
結
果
と
し
て
軍
事
費
の
増
大
を
招
か
ざ
る
を
得
争
、
経
費
を
著
し
く
膨
脹
さ

一
方
で
は
牧
入
が
思
は
し
ぐ
た
い
、
他
方
で
ほ
絞
突
が
膨
脹
す
る
也
で
あ
る
か
ら
、
此
の
附
隙
を
岬
一
め
る
潟
に
何
等
か
の
方

法
を
採
ら
ざ
る
を
得
在
い
。
闘
税
率
の
引
上
や
盤
務
制
度
の
改
本
や
続
税
関
系
の
摘
充
等
托
依
っ
て
辛
う
じ
て
租
税
収
入
は
増
加
の

傾
向
を
一
不
す
が
、
到
底
軍
事
費
膨
俣
の
趨
勢
陀
追
随
し
符
べ
く
も
無
い
。
か
〈
て
公
債
整
理
の
計
蓑
が
樹
て
ら
れ
た
り
、
会
債
夜
行

に
闘
す
る
樹
め
て
厳
格
な
某
準
が
定
め
ら
れ
る
忙
も
拘
ら
や
、

せ
る
。

財
政
の
遺
骨
は
金
〈
公
債
強
行
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
た
い
の
で
あ

る
。
然
し
公
怖
心
後
行
に
私
自
ら
限
度
が
あ
る
。

，，
 

い
。
云
ふ
迄
も
無
〈
公
債
櫓
保
力
の
一
源
泉
は
租
税
牧
入
で
あ
る
。
そ
の
大
宇
を
占
め
る
闘
税
・
臨
税
・
統
税
が
、
前
蓮
の
様
左
操
作

公
債
が
累
積
す
れ
ば
、
夫
に
作
っ
て
公
債
権
保
力
も
増
大
し
た
け
れ
ば
在
ら
た

K
依
っ
て
僅
か
乍
ら
も
仲
刊
リ
て
ゐ
る
問
は
、
ま
だ
し
も
会
債
政
策
を
支
へ
る
事
も
出
き
る
が
、
公
債
の
累
積
I
C
租
税
収
入
と
の
聞
の

一
定
の
比
例
聞
係
が
破
れ
i
A

ぽ
、
此
白
一
角
か
ら
、
唯
一
の
繭
縫
策
と
し
て
の
公
債
政
策
も
破
続
せ
ざ
る
を
得
た
い
詳
で
あ
る
。
ぁ

に
か
も
岡
民
認
。
公
債
政
策
は
、
世
界
恐
慌
の
影
響
が
支
那
経
済
に
及
び
始
前
る
頃
か
ら
、
そ
の
飽
和
知
に
建
す
る
の
で
あ
る
。

一
式
ム
迄
も
無
〈
、
支
那
経
済
の
基
本
的
部
分
は
農
村
で
あ
っ
仁
が
、
農
村
経
済
は
、
(
一
〕
災
害
ル
」
戦
闘
刷
、
(
一
一
)
軍
閥
白
苛
招
雑
税
、

支
那
財
政
改
革
運
動
白
結
束

第
五
十
九
巻

三王

七

博
一
抗

五
七



支
那
財
政
改
木
運
動
回
結
末

俸
五
十
九
巻

三五

ノに

第
」
蹴

5庄
A 

(
三
)
高
地
代
、
(
四
)
高
一
利
、
(
五
)
鍬
欣
債
格
差
、
(
六
)
銀
側
比
債
の
動
携
、
等
の
あ
ら
ゆ
る
不
利
左
僚
件
に
包
ま
れ
て
、
己
に
極
度

の
危
機
に
瀕
し
て
ゐ
た
。
農
村
危
機
を
後
端
と
し
て
支
那
経
済
は
全
両
的
崩
壊
に
百
十
る
べ
き
兆
を
示
し
て
ゐ
党
、
し
か
も
外
か
ら
は

世
界
恐
慌
の
重
苦
し
い
歴
力
が
迫
っ
て
ゐ
た
。
只
銀
安
陀
守
ら
れ
て
世
界
恐
慌
の
重
肢
を
支
へ
、
支
那
経
済
は
文
字
通
り
崩
壊
白
一

歩
手
前
で
踏
み
止
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
と
ろ
が
、
そ
の
頃
か
ら
各
図
の
採
り
始
め
る
恐
慌
稗
嫁
策
が
奏
功
し
、
早
〈
か
ら
破

ー
綻
を
一
市
ず
べ
き
保
件
を
備
へ
て
ゐ
た
支
那
経
済
を
恐
慌
の
巾
に
巻
き
込
ん
で
行
〈
。
此
の
影
響
は
常
然
租
税
収
入
に
も
及
ぼ
ざ
る
を

、得宇
、
公
債
指
保
力
の
停
滞
に
件
つ
7
、
A
A
債
依
作
に
依
っ
て
辛
う
じ
て
支
へ
ら
れ
て
来
た
岡
氏
認
の
財
政
は
、
此
の
唯
一
白
糊
塗

策
に
さ
へ
も
依
頼
L
得
た
い
事
出
閣
に
押

ιや
ら
れ
て
行
〈
の
で
あ
る
。
此
の
桜
た
急
迫
し
た
欣
態
か
ら
売
れ
る
錦
に
は
、

k
り
る
へ

十
、
経
費
を
節
減
す
る
か
、
何
等
か
の
収
入
榊
加
策
も
誹
巴
た
け
れ
ば
友
ら
左
い
。
相
航
費
の
最
大
項
目
は
云
ふ
起
も
無
〈
草
事
費
で

あ
る
ロ
然
し
私
大
た
軍
事
費
は
岡
氏
撲
の
支
配
力
維
持
に
と
っ
で
快
ぐ
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
-
世
間
と
の
抗
争
・
抑
酪
i
従
つ

て
雷
同
の
問
題
と
し
て
は
、
よ
り
以
と
の
軍
事
費
を
必
要
と
す
る
事
が
あ
っ
て
も
、
節
減
さ
れ
る
徐
地
の
あ
る
舎
は
無
い
。
収
入
増

加
策
に
し
て
も
戸
財
政
機
と
財
源
の
集
巾
や
税
源
晴
美
に
闘
す
る
方
針
が
掲
げ
ら
れ
、
そ
の
仙
献
に
副
っ
て
各
種
む
一
劉
策
が
採
ら
れ
乍

ら
、
夫
が
政
治
力
と
生
産
力
と
云
ム
二
つ
の
問
題
忙
妨
げ
ら
れ
て
闘
民
窯
の
期
待
陀
酬
へ
る
丈
の
機
能
を
磯
部
し
左
い
。
り
み
た
ら

告

y
、
興
へ
ら
れ
た
手
段
を
泊
じ
て
出
き
る
丈
の
財
源
を
調
達
し
上
う
と
す
る
努
力

l
闘
・
閥
・
続
税
D
拍
車
引
J
ー
さ
へ
も
、
農
村
危

機
十
世
界
恐
慌
の
あ
ふ
り
を
喰
っ
て
支
那
枇
品
町
内
購
買
力
が
己
忙
限
度
に
建
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
夫
に
期
待
を
か
け
得
べ
〈

も
た
い
。

と
す
れ
ば
、
此
の
陥
商
か
ら
の
腿
力
を
少
し
で
も
綬
和
ず
る
潟
に
採
り
得
る
所
は
、
債
務
費
ー
に
手
を
つ
け
て
、

一
方
経
費

を
竣
分
で
J

も
節
約
し
、
他
方
己
に
限
界
賄
に
遺
し
て
ゐ
る
公
債
格
保
力
の
中
か
ら
、
少
し
で
も
徐
裕
を
捻
山
す
る
以
外
に
は
道
が
無

い
懇
で
あ
る
。
民
闘
二
十
一
年
二
月
の
延
木
減
息
緋
扶
は
、
あ
た
か
も
此
の
様
宏
保
併
の
下
で
、
此
の
様
在
離
を
狙
っ
て
、
国
民
議



の
濯
ん
だ
鹿
置
で
あ
っ
た
。
償
還
期
限
の
延
長
と
利
子
の
低
減
に
依
っ
て
債
務
費
を
節
約
し
た
白
で
あ
る
。

然
し
此
の
絞
左
掛
策
は
あ
〈
圭
で
も
舷
念
的
危
も
の
で
あ
り
、
所
詮
、
問
題
を
一
時
延
期
す
る
に
過
ぎ
危
か
っ
た
。
償
港
期
限
。

延
長
に
し
て
も
、
利
子
白
切
下
に
し
て
も
、
若
干
負
擦
を
純
一
蹴
す
る
か
、
首
面
白
負
捨
を
長
い
朔
同
に
分
散
す
る
で
あ
ち
う
が
、
財

政
窮
乏
の
根
本
的
危
射
が
解
決
さ
れ
宇
、
財
政
が
前
主
同
一
白
保
件
の
下
に
放
置
さ
れ
て
ゐ
る
白
で
あ
る
か
ら
、
此
の
様
在
方
法
に

依
っ
て
事
態
が
あ
る
程
度
緩
和
さ
れ
た
と

E
ろ
で
、
何
れ
は
前
と
同
じ
問
題
に
直
面
し
在
け
れ
ば
た
ら
た
い
筈
で
あ
る
。
あ
た
か
も

此
の
事
貨
を
裏
書
き
す
る
か
む
厳
に
、
早
〈
も
民
幽
二
十
一
年
度
珠
算
に
は
危
犬
伝
歳
入
不
足
が
掲
げ
か
り
れ
て
ゐ
る
。
勿
論
園
民
出
馬

は
念
に
肱
・
下
る
矯
に
必
・
干
し
も
公
債
の
仙
換
に
の
み
依
頼
し
た
課
で
は
無
い
。

一
方
で
は
財
政
権
ー
と
財
源
集
中
白
努
力
を
守
る
鋳

に
、
支
配
力
強
化
に
大
昔
た
力
者
注
い
で
ゐ
た
。
然
し
此
の
努
力
は
結
局
軍
事
費
の
増
加
と
友
っ
て
、
却
っ
て
経
費
防
脹
に
拍
車
を

か
け
て
ゐ
た
ω

他
方
で
は
闘
・
閥
・
統
税
の
税
率
引
音
上
げ
や
制
度
の
改
正
一
や
モ
の
憤
充
に
依
っ
て
収
入
増
加
集
を
詠
じ
て
ゐ
た
。

然
し
、
例
へ
ば
闘
税
準
引
き
上
げ
へ
の
図
民
誌
の
希
望
は
、
(
二
密
輸
舗
の
増
大
、
(
一
己
恐
慌
に
依
る
腕
買
力
の
減
退
、
(
三
)
外
資

工
場
の
増
加
、
等
の
事
貨
に
依
っ
て
全
く
探
聞
さ
れ
ざ
る
を
符
た
か
っ
た
。

開
松
負
櫓
を
括
れ
る
錦
に
外
資
工
場
が
締
約
に
守
ら
れ
で
閥
秘
幽
内
に
帯
設
さ
れ
る
が
、
そ
由
材
川
県
と
し
て
夫
丈
蹴
祇
牧
人
目
川
崎
港
ず
る
丈
で
な

〈
、
夫
等
は
廉
伯
な
拙
引
力
と
回
料
を
利
用
し
乍
ら
、
強
大
た
安
本
力
と
優
秀
な
技
術
を
も
っ
て
民
族
企
業
に
重
躍
を
加
へ
た
。
支
那
市
場
に
於
て
は
、

正
に
民
族
企
業
が
限
界
企
業
と
し
て
的
地
牝
に
あ
づ
た
の

e
あ
る
か
b
、
彼
等
は
此
の
様
な
強
力
な
眼
力
に
耐
へ
得
ベ
〈
も
無

t
、
常
品
開
潰
滅
せ
古
号

を
得
山
っ
た
。
か
う
L
c
、
問
民
誌
が
闘
税
自
主
権
問
凶
慌
に
懸
け
た
期
待
は
、
人
ム
〈
酬
ひ
ら
れ
る
事
な
〈
、
開
枯
制
度
は
財
政
開
軸
・
と
し
て
も
、
保

護
関
税
と
し
て
も
、
そ
白

E
常
な
醐
能
を
殻
揮
L
得
な
い
の
で
あ
る
。

臨
税
統
税
に
つ
い
て
も
同
じ
事
で
あ
っ
た
。
何
れ
に
し
て
も
陣
買
力
が
減
退
し
そ
の
営
然
の
結
果
と
し
て
諜
枇
物
件
が
萎
縮
し
て

ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

E
ん
た
方
法
に
依
っ
た
と
と
る
で
収
入
が
増
加
す
る
舎
が
無
い
。
租
税
収
入
増
加
の
手
段
と
収
入
額
と
の
間

傍
五
十
五
容

支
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改
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末
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支
那
財
政
改
草
運
動
Q
結
末

の
相
闘
関
係
が
全
く
彼
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

第
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か
う
し
て
一
方
で
は
牧
入
増
加
策
が
何
等
の
放
力
を
も
鷲
ら
し
得
宇
、
他
方
経
費
の
側
に
あ
っ
て
は
、
…
吊
事
費
の
必
要
に
は
限
度

が
無
い
。
加
ふ
る
に
そ
の
頃
か
ら
漸
〈
軌
道
に
乗
り
始
め
る
経
済
建
設
運
動
干
、
し
昔
り
に
各
地
を
襲
っ
た
災
害
に
銅
ナ
る
救
済
が

新
し
〈
経
費
を
要
求
す
る
白
で
あ
る
か
ら
、
経
費
と
牧
入
と
の
間
隙
は
大
昔
〈
た
る
ば
か
り
で
あ
る
。
営
而
の
問
題
と
し
て
、
と
に

か
〈
此
の
間
隙
を
何
等
か
の
一
方
法
に
依
っ
て
加
め
註
け
れ
ば
な
ら
社
い
。
延
木
減
息
解
法
D
賢
施
と
共
に
、
赤
字
会
債
不
渡
行
。
理

明
が
財
政
部
長
に
依
っ
て
渡
せ
ら
れ
、
又
財
政
報
牛
肉
白
度
仁
附
民
財
政
改
草
運
動
。
成
叩
取
が
誇
大
に
宣
侍
さ
れ
て
ゐ
た
ん
匹
、
事
貨
は

銀
行
仁
依
存
し
て
常
商
の
念
を
凌
が
ざ
る
を
得
た
い
の
で
あ
る
。
勿
論
財
政
部
長
は
也
大
抵
歳
入
不
足
と
云
ふ
巌
然
た
る
事
貨
を
陰

蔽
し
得
べ
〈
も
無
く
、
公
債
残
行
の
必
要
を
承
認
し
て
ゐ
売
。
〔
然
し
そ
の
様
友
揚
合
に
は
、

そ
白
原
凶
を
経
締
結
設
運
動
に
蒔
践

し
、
や
が
て
は
夫
が
原
動
力
と

k
っ
て
支
那
経
憐
に
は
繁
柴
が
招
来
さ
れ
る
で
あ
ら
う
と
排
併
に
努
め
て
ゐ
た
。
と
と
ろ
が
歳
λ
不

足
の
最
大
原
閃
は
軍
事
費
の
膨
脹
と
租
税
収
入
聞
の
均
衡
破
綻
に
あ
り
、
誇
大
な
宣
停
や
柑
開
明
比
も
拘
ら
す
、
財
政
の
営
情
は
右
の

様
在
摂
過
を
辿
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

前
述
の
殺
に
、
剛
氏
持
の
公
債
捻
保
力
は
己
に
そ
の
限
界
K
建
し
て
ゐ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
民
同
二
十
一
日
干
に
公
債
の
借
換
が
賀
行

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
然
し
同
氏
熊
が
銀
行
に
依
存
し
で
公
債
政
策

ι依
っ
て
財
政
を
糊
塗
す
る
徐
地
は
ま
だ
残
さ
れ
て
ゐ
弁
。
周

知
の
棋
に
、
支
那
白
銀
行
は
支
那
祉
舎
の
要
求
の
裡
か
ら
、
云
は
ピ
経
済
機
構
の
内
部
か
ら
生
れ
て
来
た
も
白
で
は
鈍
〈
、
む
し
ろ

本
支
外
同
銀
行
の
異
常
夜
発
展
に
刺
戟
さ
れ
て
生
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

印
ち
支
那
枇
合
忙
深
〈
根
を
植
え
つ
け
た
も
の
で
は
無

〈
、
外
来
の
制
度
が
只
移
植
さ
れ
た
に
過
ぎ
在
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
活
動
の
分
野
も
、
外
岡
銀
行
や
葎
式
令
一
融
機
関
に

依
る
阿
耐
か
ら
の
感
力
に
依
っ
て
、
著
し
〈
制
限
さ
れ
て
ゐ
た
。
に
も
拘
ら
や
'
民
園
初
期
以
来
の
銀
行
の
発
展
に
は
見
る
べ
き
も
白

F 
/ 
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が
あ
っ
た
。
然
し
夫
は
支
那
祉
舎
の
生
産
力
在
地
盤
と
し
て
自
力
に
依
っ
て
仲
び
る
と
云
ふ
よ

b
紅
、
む
し
ろ
財
政
窮
乏
を
温
床
と

し
て
政
府
の
公
債
政
策
に
助
け
ら
れ
，
て
成
長
を
続
け
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
此
の
事
情
は
四
四
民
黛
心
支
配
山
下
氏
於
て
も
何
等
時
四
る

所
が
無
か
っ
た
。
従
っ
て
岡
氏
業
は
そ
の
川
政
還
問
H
K
於
て
、
方
法
如
何
に
伏
つ
て
は
、
ま
だ
銀
行
資
本
を
利
用
し
得
べ
雪
可
能
性

を
持
っ
て
ゐ
た
諜
で
あ
る
。
そ
の
頃
ア
メ
リ
カ
白
銀
政
策
に
吸
引
さ
れ
、
良
川
不
安
に
迫
は
れ
て
、
危
大
な
資
金
が
都
市
民
引
き
つ

け
ら
れ
、
夫
が
銀
行
に
集
積
さ
れ
て
ゐ
た
。
そ
の
一
部
は
銀
丙
忙
誘
は
れ
て
、
同
氏
鎮
の
必
死
の
防
止
策
広
も
拘
ら
十
あ
ら
ゆ
る
管

を
通
じ
て
流
出
し
て
行
つ
犬
が
、
残
徐
は
ま
だ
銀
付
に
保
存
さ
れ
て
ゐ
た
。
銀
行
と
し
て
は
此
の
一
越
大
な
資
金
を
何
等
か
白
方
岡
に

投
下
し
一
泣
け
れ
ば
た
ら
な
い
。
市
己
己
ろ
が
資
金
を
運
用
し
得
ベ
き
範
闘
は
前
越
の
様

ι全
く
局
限
さ
れ
C
ゐ
た
の
で
あ
る
。
僅
か
に

財
政
が
そ
白
投
資
針
象
と
し
て
費
金
b
t
求
め
一
て
ゐ
る
に
過
ぎ
泣
い
脱
態
で
あ
る
。
之
だ
け
で
も
充
分
に
銀
行
に
蓄
積
さ
れ
た
資
金
を

財
政
に
吸
牧
し
得
ペ
き
保
件
が
備
は
っ
て
ゐ
た
識
で
あ
る
が
、
園
川
同
誌
が
首
凶
白
念
に
迫
ら
れ
て
、
公
債
強
行
に
際
し
て
債
機
者
に

奥
へ
た
極
め
て
有
利
な
保
件
は
、

一
層
銀
行
資
金
白
財
政
へ
白
流
入
を
助
け
て
ゐ
た
。
例
へ
ば
銀
行
白
引
受
償
格
は
通
常
額
国
債
格

の
五
割
片
至
六
割
で
め
ワ
た
。
時
に
は
夫
以
下
で
さ
へ
あ
っ
た
。
民
国
二
十
一
年
皮
乃
至
民
凶
二
十
三
年
度
目
一
一
一
ヶ
年
に
於
け
る
公

債
袋
行
額
に
針
す
る
政
府
乎
一
収
額
の
割
合
は
四
割
五
分
に
過
ぎ
左
か
っ
た
と
さ
へ
云
は
れ
て
ゐ
ぁ
。
従
っ
て
利
子
が
六
分
と
定
め
ら

れ
て
ゐ

τも
‘
致
行
債
格
や
償
還
期
限
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
銀
行
は
公
債
投
資
に
依
う
て
そ
白
資
本
を
一
割
乃
至
一
一
割
五
分

の
利
廻
に
も
運
用
し
得
た
白
で
あ
っ
た
。
縫
っ
て
岡
民
円
以
は
財
政
断
縫
手
段
と
し
て
此
の
犠
な
高
利
廻
に
依
っ
て
、
銀
行
に
集
積
さ

れ
た
資
金
を
容
易
に
d

誘
引
す
る
事
が
出
き
た
の
で
あ
る
。

然
し
か
う
し
て
銀
行
資
金
が
あ
ら
ゆ
る
保
件
に
助
け
ら
れ

τ財
政
に
引
吉
つ
け
ら
れ
て
行
く
と
し
て
も
、
此

ω様
な
経
過
を
無
限

に
続
け
得
る
も
白
で
は
無
い
。
公
債
櫓
保
力
の
源
泉
'
と
し
て
白
租
税
収
入
に
は
自
ら
限
度
が
あ
り
、
無
限
白
公
債
呆
積
は
首
然
債
椎

支
那
財
政
改
革
運
動
白
結
末

第
五
十
九
巻
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支
那
財
政
改
革
運
動
白
結
末

傍
五
十
九
径

六

〉て

静
一
一
拙

者
に
大
き
丘
不
安
の
念
を
抱
か
せ
る
。
卸
ち
銀
行
の
立
揚
か
ら
す
れ
ば
、
公
債
日
向
け
ら
れ
た
資
金
は
、
有
利
に
し
か
も
何
等
の
不

安
も
無
〈
誼
川
さ
れ
ね
ば
な
ら
た
い
の
で
あ
る
。
之
を
保
設
す
る
も
白
は
結
局
に
於
て
和
枕
牧
入
で
あ
る
。
そ
の
租
税
牧
入
が
ア
メ

リ
カ
白
銀
政
策
D
影
響
を
受
け
て
以
来
白
、
会
同
的
危
経
済
危
機
の
進
展
に
作
ワ
て
全
〈
停
滞
欣
態
に
あ
り
、
公
債
累
積
と
会
債
捲

保
力
の
雨
者
聞
の
正
常
泣
比
率
は
全
〈
破
れ
て
ゐ
る
。
常
然
銀
行
と
し
て
も
そ
り
資
金
擁
訟
の
立
場
か
ら
そ
の
態
皮
を
修
正
せ
ざ
る

を
得
-
な
い
で
あ
ら
う
。
岡
民
議
と
し
て
も
同
じ
操
作
を
無
反
省
に
繰
り
返
す
事
は
、
自
ら
某
穴
を
掘
る
に
等
し
い
。
か
ろ
し
売
環
境

の
裡
忙
会
債
政
策
修
正
の
気
涯
が
次
第
に
醸
成
さ
れ
て
行
〈
の
で
あ
る
が
、
そ
白
上
に
、
岡
氏
誕
の
公
債
依
存
政
策
の
修
正
乃
至
外

債
整
理
を
弧
要
ず
る
い
ま
一
つ
の
事
情
が
加
は
っ
て
ゐ
た
。
帥
ち
、
ア
メ
リ
カ
り
銀
政
策
以
来
、
銀
高
に
誘
は
れ
て
銀
が
奔
流
白
様

た
勢
で
閣
外
陀
流
出
し
、
関
民
誌
の
懸
命
の
剥
策
に
も
拘
ら
宇
、
鴻
に
支
那
経
怖
は
似
皮
の
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
見
舞
は
れ
、
支
那

‘、

経
済
は
全
〈
安
息
欣
態
に
陥
入
っ
て
ゐ
た
。
も
っ
と
も
海
外
流
出
待
機
中
の
銀
を
基
礎
と
す
る
資
金
が
、
銀
行
か
ら
公
債
政
策
を
通

じ
て
財
政
部
聞
に
移
動
し
、
夫
が
財
政
資
金
と
し
て
散
布
さ
れ
る
替
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
限
度
内
に
於
て
は
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
を

緩
和
し
得
る
認
で
あ
っ
た
。
然
し
銀
行
か
ち
財
政
に
移
さ
れ
た
資
金
は
、
そ
れ
に
あ
ら
ゆ
る
管
を
通
巴
で
か
き
集
め
ら
れ
た
租
税
牧

λ
の
一
部
が
加
へ
ら
れ
て
、
或
は
外
債
一
冗
利
償
還
の
翁
に
海
外
に
流
出
し
、
或
は
内
債
元
利
償
還
曲
ー
と
し
て
銀
行
に
環
流
し
、
金
〈

生
産
部
闘
か
ら
避
難
し

τ云
は
刊
誌
袋
持
す
る
に
過
ぎ
た
か
っ
た
の
で
あ
石
か
ら
、
決
し
て
デ
フ
レ

1
シ
ヨ

Y
を
緩
和
し
得
ペ
昔
も
白

、

で
は

離
脱
す
る
震
に
岡
民
諜
は
迭
に
幣
制
改
革
を
断
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。
幣
制
改
革
に
依
っ
て
支
那
経
済
は
銀
か
ら
離
れ
て
、
管
理
活

貨
と
し
て
の
新
L
い
性
格
を
持
っ
た
貨
幣
制
度
D
上
に
立
つ
事
に
な
っ
た
白
で
あ
る
が
、
玄
ふ
迄
も
無
〈
、
此
の
新
し
い
制
度
は
一

度
そ
の
出
国
却
を
過
れ
ぽ
、
念
激
た
勢
を
以
て
イ
ン
フ
レ

1
シ
ヨ
V

を
招
く
恐
れ
が
多
分
に
る
っ
た
。
此
の
瓢
だ
け
か
ら
考
へ
て
も
、



4
4
債
政
策
に
何
等
か
白
手
を
加
へ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
う
し
て
表
同
で
は
財
政
改
革
運
動
が
華
々
し
〈
進
め
ら
れ
乍
ら
、
夫
が
何
等
白
成
川
端
を
什
は
歩
、
そ
の
貨
は
全
〈
公
債
に
依
存

延
本
減
息
緋
訟
の
一
貫
行
に
依
っ
て
一
時
を
凌
い
で
か
ら
、

し
て
財
政
が
建
此
目
さ
れ
て
ゐ
た
白
で
あ
る
が
、

数
年
を
経
す
し
て
平
く

も
再
び
何
等
か
の
手
段
を
採
る
べ
き
必
要
に
迫
ら
れ
る
の
で
忌
「
る
。

は
、
そ
白
桜
た
使
命
を
捻
っ
て
生
れ
て
来
た
も
白
で
-
あ
っ
た
。

印
ち
民
幽
二
十
五
年
の
統
一
公
債
像
例
と
所
得
税
暫
行
緋
法

統
一
公
債
依
例
は

一
十
一
三
極
類
に
上
る
公
債
を
、

巾
安
全
世
)
・
乙
(
元
会
慣
)
・
丙
(
九
公
民
団
)
・
丁
父
母
債
)
・
戊
(
五
時
債
}
の
五

種
類
に
整
迎

L
、
(
第
一
三
時
)
併
せ
て
償
還
期
限
を
夫
々
延
長
し
た
。

l
(第
六
傍
)
和
卒
は
従
来
の
も
の
を
そ
り
佳
忙
し
て
ゐ
た

が
、
習
公
債
の
利
排
ひ
毎
月
の
も
の
や
年
四
同
む
も
の
を
一
律
忙
年
二
聞
に
改
め
た
白
で
る
る
か
ら
(
俸
六
時
)
l
資
質
的
に
は
多

少
の
利
子
切
り
下
げ
を
行
つ
も
凡
揮
で
あ
る
。
之
に
依
っ
て
公
債
指
保
力
争
捻
同
し
、
夫
を
基
礎
E
し
て
新
し
〈
復
興
公
債
を
抽
出
行
し

た
が
、
そ
の
'
哲
閲
す
る
所
は
、
新
し
〈
殻
行
す
る
公
債
資
金
に
依
っ
て
支
那
世
曾
白
生
産
力
に
刺
戟
を
胤
(
へ
、
以
て
窒
息
欣
態
に
あ

る
支
那
経
持
を
救
済
し
或
は
経
硝
円
建
設
運
動
を
推
進
し
て
行
と
う
と
一
五
ふ
の
で
あ
っ
た
。
(
復
興
出
債
保
例
都
一
候
)
l
従
っ
て
統
一

A
A
債
保
例
は
少
〈
と
も
二
つ
の
放
川
市
主
狙
っ
て
ゐ
た
と
云
へ
る
。
第
一
に
債
滋
賀
の
軽
減
に
依
る
財
政
改
善
へ
の
寄
典
、
第
三
に
之

に
依
っ
て
捻
出
さ
れ
る
公
債
指
保
力
に
基
づ
い
て
帯
同
行
す
る
新
公
債
に
依
る
経
済
θ
復
興
建
設
。
此
の
結
果
債
務
費
は
一
際
民
闘
二

十
九
年
度
迄
は
減
額
さ
れ
る
事
忙
な
ワ
問
。
然
し
そ
の
頃
か
色
は
却
う
て
新
に
公
債
が
務
行
さ
れ
な
く
て
も
債
務
費
は
従
来
。
額
以

上
に
泣
る
り
で
あ
る
か
ら
、
若
し
此
の
間
に
岡
氏
山
県
の
財
政
改
革
が
殺
を
奏
し
、
復
興
会
債
が
暗
闇
定
の
経
済
白
救
済
や
建
設
忙
貢
献

し
て
、
盟
官
在
財
政
牧
入
を
生
ぜ
し
め
る
べ
き
勤
凶
と
な
ら
ね
ば
、
財
政
は
し
ば
ら
く
の
間
隔
を
世
い
て
絶
前
と
金
〈
同
一
の
軌
道

つ
ま
り
息
の
つ
け
る
此
の
僅
か
数
年
の
問
に
、
財
政
改
革
の
二
つ
の
保
件
で
あ
る
図
民
集
白

を
歩
ま
ね
ば
左
ら
な
い
課
で
あ
っ
た
。

支
那
財
政
改
革
運
動
白
結
末

事
五
十
九
巻

情

挽

ノ、

ノ、

揃織、恐慌の謹雌過程に於げる支那幣制改革白軒先、:=..2i.九頁。'0) 



支
那
財
政
改
草
迩
勘
白
結
末

第
五
十
九
巻

第

蹴

ノ、
/!.L] 

ノ、
I!Y 

政
治
力
と
支
那
枇
曾
D
生
産
力
白
問
題
が
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
然
し
統
一
公
債
依
例
貨
施
直
後
白
民
団
二
十
五
年
度
強

畳
一
に
は
己
比
歳
入
不
足
、
と
し
て
一
億
一
克
が
計
上
さ
し
刷
、
財
政
改
革
の
容
易
左
ら
ぬ
事
を
暗
示
し
て
ゐ
た
G

叉
そ
の
頃
孔
砕
照
が
欧
米

に
於
て
外
資
誘
引
に
狂
奔
し
て
ゐ
た
白
で
あ
る
か
ら
、
夫
が
債
務
安
心
増
加
と
友
っ
て
幽
民
説
白
計
査
を
根
底
か
ら
覆
へ
す
恐
れ
が

多
分
に
あ
っ
た
。
そ
白
上
政
治
力
の
強
化
十
生
産
力
白
上
井
が
従
来
白
例
か
ら
考
へ
て
も
そ
れ
程
簡
単
に
成
功
す
る
筈
は
無
か
っ

?と
い
ま
一
つ
の
封
策
所
得
税
は
平
く
か
ら
論
議
占
れ
た
所
で
あ
れ
y
、
そ
の
起
訴
は
清
木
に
ま
で
さ
か
上
る
事
が
向
者

μ
。
所
得
税
は

此
の
絞
た
永
い
歴
史
を
経
て
、
凶
民
識
の
財
政
改
革
越
動
白
一
環
と
し
て
改
め
て
議
題
に
上
り
、
民
同
二
十
五
年
貨
施
さ
れ
る
事
に

友
っ
た
も
白
で
あ
る
。
公
正
負
婚
の
原
則

ι合
致
す
る
も
白
、
生
産
力
を
直
接
阻
害
す
る
事
む
少
い
も
白
と
し
て
、
民
凶
初
期
以
来

絶
へ
宇
税
制
改
革
論
白
中
心
に
置
か
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る

h、
困
M

刊
誌
が
此
の
広
之
を
採
り
入
れ
た
に
つ
い
て
は
、
右
白
様
た
事
情

白
他
に
い
ま
一
つ
白
理
由
が
あ
っ
た
。
印
ち
、
租
税
収
入
増
加

l
財
政
安
定
と
云
ふ
経
過
に
封
ず
る
希
望
が
夫
で
一
あ
っ
た
。
云
ふ
ま

で
も
無
く
所
得
税
が
仲
ぴ
得
る
溺
に
は
一
定

ω祉
品
目
的
保
件
が
必
市
主
で
あ
る
。
所
得
税
は
此
の
僚
件
配
備
へ
た
諸
凶
に
於
て
乙
そ
租

税
剛
胆
釆
白
中
植
に
あ
り
、
夫
々
の
財
政
に
於
て
亘
裂
な
役
割
主
演
じ

τゐ
た
。
此
白
剥
が
凶
民
業
に
と
っ
て
は
あ
き
ら
め
切
れ
た
い

大
き
な
魅
力
に
た
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
然
し
支
那
駐
品
目
で
は
を
の
様
た
保
件
は
求
め
得
べ
〈
も
無
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
ケ
メ
ラ

ー
委
員
舎
が
税
制
改
革
に
闘
す
る
意
凡
蓄
ド
於
E
期
待
税
を
同
組
に
し
た
時
、
此
の
舗
を
鋭
く
街
い
て
反
針

ω意
尽
を
示
し
た
の
で

る
つ
に
。
か
う
し
で
所
得
税
は
平
く
か
ら
枕
制
改
革
論
の
劃
象
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
、
云
は
N
h

主
規
制
に
は
成
立
由
気
謹
が
己
に

熟
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
客
観
的
な
録
件
は
ま
だ
充
分
装
備
さ
れ
て
ゐ
る
と
は
云
へ
た
か
っ
た

Q

勿
論
此
の
問
題
も
、
剛
氏
築
む

政
治
力
や
支
那
枇
曾
の
生
産
力
白
推
移
如
何
に
か
h
A

つ

τゐ
る
。

然
し
何
れ
に
し

τも
租
税
収
入
増
加

i
M政
安
定
し
乙
云
ふ
経
過

組盟問、晩清五寸 t，I'="，$哩掛思想
岡民政府主計盛、歳計斗鏡(凹)、四頁。
Li Pao Chen; In'come Tax in China， p. 53 
且、二七三頁。.
拙稿、民園初期目財政政策とその成呆(束亜人文単報、三一三)。

日)
12) 

日)



が
、
之
だ
け
の
措
置
で
そ
う
簡
単
に
図
民
議
の
希
望
す
る
諮
り
現
は
れ
て
来
る
か

E
う
か
は
大
き
た
疑
問
と
云
は
ね
ば
た
ら
た
か
っ

た
。
あ
た
か
も
此
の
事
賞
者
裏
書
き
す
る
か
の
桜
に
、
民
園
二
+
五
年
度
・
民
園
二
十
六
年
度
設
算
に
は
所
得
税
収
入
と
し
て
五
白

寓
元
・
二
千
五
百
高
元
が
計
上
さ
れ
て
ゐ
る
ば
過
ぎ
た
か
っ
た
。
租
税
制
度
が
所
得
枕
の
採
用
に
依
り
金
〈
面
白
を
一
新
し
た
と

云
ム
営
局
の
宣
停
に
也
拘
ら
台
、
事
買
は
右
の
椋
危
有
械
で
あ
っ
た
。

之
よ
り
先
、
民
図
一
一
十
三
年
に
は
第
二
次
会
闘
財
政
合
議
が
招
集
さ
れ
る
。
前
漣
D
様
に
、
地
方
財
政
は
闘
税
自
主
擦
の
同
復
と

併
行
し
て
寅
施
さ
れ
た
厘
金
底
止
以
来
、
最
も
重
要
な
財
源
を
失
っ
て
、
之
を
締
ふ
潟
に
、
同
幽
民
集
の
財
政
槽
と
財
源
集
中
の
努
力

を
そ
の
中
聞
に
於
で
遮
断
せ
ざ
名
を
得
な
か
っ
た
。
叉
同
民
黛
が
雑
税
撤
廃
に
闘
す
る
聾
明
を
愛
し
た
り
、
同
趣
旨
の
法
制
を
公
布

し
て
ゐ
た
に
も
拘
ら
や

l
監
督
地
方
財
政
暫
行
法
・
監
督
地
方
財
政
暫
行
法
地
行
制
則
自
公
布

前
者
回
第
六
傑
に
は
、
(
一
)
世
合
時
共
由
利
溢

を
告
す
る
租
説
、

会
一
)
中
央
税
と
眠
鯛
し
中
央
牧
入
を
阻
害
ナ
る
相
積
、
会
一
)
二
重
課
税
た
る
特
質
を
有
ず
る
も
の
、

(
凹
〉
主
語
を
妨
害
す
る
租
税
、

(
五
)
一
一
地
方
自
利
益
田
錦
他
地
方
よ
り
の
移
入
物
資
に
到
し
不
公
平
な
諒
揖
・
と
な
る
も
の
、
〔
六
)
各
地
方
の
物
品
温
過
積
、
等
を
一
切
禁
ず
る
主
定
め
て

頁
。
頁

4

ハ
『
比
七

一一一十ト

丸
、
書

、
頁
告

的
な
制
度
に
な
っ
て
ゐ
七
。
此
の
警
経
済
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
商
か
ら
ま
と
び
つ
い
て
来
る
雑
多
な
負
婚
が
、
農
業
生
産
力
に
針
ず
鴫
」
開

前
日
り
工

る
重
匿
に
な
り
、
延
び
て
は
農
村
危
機
の
一
一
閃
に
な
っ
て
ゐ
た
事
は
前
述
。
通
り
で
あ
る
の
農
村
が
支
那
経
済
の
基
本
的
危
部
分
で
、
何
度

e

忠
鑑
年

あ
っ
た
か
ら
、
農
村
の
疲
弊
が
更
に
支
那
経
済
白
金
両
に
大
き
た
影
響
を
及
ぼ
し
て
ゐ
た
。
農
村
を
此
の
重
苦
し
い
負
捨
か
ら
解
放
恒
年
五

川
計
十

誼
蔵
二

ゐ
た
。
l
夫
等
を
無
腕
し
、
あ
ら
ゆ
る
零
細
左
課
税
物
件
を
あ
さ
り
出
し
て
は
、
之
を
利
用
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。
又
軍
閥
が
作

戦
行
動
を
起
し
た
揚
合
に
は
、
必
や
そ
白
地
域
の
住
民
に
射
し
て
貨
幣
や
財
貨
や
弊
働
の
形
で
負
捨
が
課
せ
ら
れ
、
夫
が
更
に
恒
久

す
る
事
は
、
結
局
支
那
吐
舎
の
生
産
力
に
有
利
た
保
件
を
輿
へ
る
誇
で
あ
り
、
従
っ
て
叉
園
民
黛
の
財
政
と
云
ふ
拙
か
ら
し
で
も
、

焦
周
回
問
題
で
あ
っ
た
。
岡
民
蕪
が
税
制
整
理
や
苛
指
雑
税
の
廃
止
を
、
財
政
方
針
を
護
表
す
る
度
日
強
調
し
て
ゐ
た
の
は
、
正
に

14) 
'5) 
16) 

支
那
財
政
改
革
運
動
白
結
末

第
五
十
九
巻

六
五

傍

椀

六
五



支
那
財
政
改
輩
運
動
白
結
末

静

観

策
五
十
九
巻

T ... 
ーもーノ、

六
六

此
白
様
左
駄
を
、
邸
ち
、
雑
税
か
ら
生
産
力
を
解
放

i
生
産
力
白
培
養
租
税
牧
入
白
増
加
、
と
一
玄
ム
経
過
を
問
題
に
し
て
ゐ
た
の

で
あ
っ
た
。
第
二
次
会
図
財
政
合
議
の
使
命
と
す
る
所
も
此
の
貼
に
あ
っ
た
。
回
賦
附
加
税
の
整
理
晶
、
苛
摘
雑
殺
の
撤
躍
に
関
し
て

多
数
白
提
築
が
あ
り
、
舎
議
白
終
了
、
と
共
位
、
永
遠
不
准
再
増
田
賦
附
加
及
再
立
不
合
法
税
指
令
・
厘
定
苛
拐
雑
税
範
囲
井
整
理
解

法
・
弊
理
士
地
陳
報
綱
要
が
公
布
さ
れ
七
他
、
モ
白
資
施
機
関
と
し
て
財
政
部
に
は
地
方
税
拍
整
理
委
員
合
が
、
各
省
に
は
摘
税
整

理
委
員
舎
が
設
歯
さ
れ
た
。
此
等
各
機
闘
の
努
力
に
依
っ
て
、
閏
賦
附
加
松
・
苛
揖
雑
税
に
し
て
陵
除
さ
れ
た
も
の
は
全
闘
を
遜
巴

て
、
一
二
千
後
穫
に
上

Z
E誇
稽
さ
れ
て
ゐ
お
。
然
し
国
民
認
の
此
白
報
告
を
裏
が
へ
し
て
見
れ
版
、
如
何
に
雑
多
た
租
税
が
経
済
一
生

活
に
・
曹
と
ひ
っ
き
、
生
産
力
の
・
自
由
な
裂
展
を
阻
害
し
て
ゐ
た
か
を
窺
は
し
め
る
。
し
か
も
誇
大
た
宣
停
に
も
拘
ら
守
、
事
貸
は
、
一

従
前
と
餐
る
事
左
〈
、
農
民
は
依
然
雑
税
に
依
っ
て
そ
の
生
活
を
縛
り
つ
げ
ら
れ
て
ゐ
た
。
之
を
詮
明
ず
る
か
白
様
に
、
そ
の
後
に

も
瀕
々
と
し
て
農
民
の
抗
税
事
件
の
費
生
が
報
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
。

財
政
改
革
運
動
を
阻
h
u
も
の

民
国
十
三
年
一
月
成
東
で
開
催
し
七
第
一
次
全
国
代
表
大
合
D
席
上
、
財
政
改
革
に
隠
す
る
根
本
方
針
を
護
表
し
て
以
来
、
閥
民

箆
は
財
政
改
革
白
潟
忙
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
傾
注
し
綾
け
て
来
た
。
財
政
方
針
と
し
て
は
捉
へ
る
べ
き
目
標
が
捉
へ
ら
れ
、
し
か
も
此

の
方
針
忙
副
っ
て
一
切
の
必
要
友
措
置
が
採
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
如
何
に
理
想
的
危
政
策
が
掲
げ
ら
れ
、
あ
ら
ゆ
る
針
策
が
そ
の
鰻
系

を
整
へ
て
行
っ
て
も
、
夫
等
が
園
民
集
白
期
待
に
答
へ
る
に
は
、
先
づ
充
た
さ
れ
る
べ
昔
前
提
僚
件
が
あ
っ
た
。
彼
等
の
採
っ
た
措

置
が
希
望
通
り
の
機
能
を
後
揮
す
る
仁
は
、
岡
民
黛
白
支
配
力
は
夫
を
許
す
丈
比
強
化
さ
れ
て
ぬ
た
か
っ
た
し
、
支
那
枇
舎
む
生
産

力
は
園
民
黛
の
期
待
に
酬
ひ
得
る
程
強
力
で
は
無
か
っ
た
。
勿
論
園
民
窯
は
、
自
己
白
支
配
力
や
支
那
枇
曾
の
生
産
力
を
強
化
す
る

金岡各省市撞球回賦附加魔除苛指難勧報告書、四頁。
天野、前掲書、一一三一一一回頁。



矯
に
も
、
終
来
白
支
配
者
忙
比
べ
て
温
か
に
大
き
法
努
力
を
続
け
て
ぬ
た
の
従
ワ
て
園
民
、
訴
の
則
政
改
革
運
動
は
、
此
等
の
側
面
的

た
工
作
が
順
調
K
進
展
し
さ
ヘ
ナ
れ
ば
、
此
等
に
助
け
ら
れ
て
充
分
そ
の
成
果
を
収
め
得
ベ
き
筈
で
あ
っ
柱
。
然
し
此
等
の
努
力
は

財
政
改
革
運
動
を
援
護
し
得
る
程
度
に
起
は
成
熟
し
得
た
か
っ
た
白
で
あ
る
。
財
政
政
策
は
政
治
園
腿
白
幡
力
を
背
景
k
し
、
枇
舎

の
生
産
力
に
依
っ
て
支
へ
ら
れ
る
も
り
で
あ
る
以
上
、
此
等
の
僚
件
が
整
備
さ
れ
て
ゐ
泣
け
れ
ば
、
如
何
に
現
想
的
危
財
政
政
策
が

提
示
さ
れ
て
も
、
云
は
Y

足
の
地
に
着
か
な
い
市
に
浮
い
た
も
白
で
あ
り
、
財
政
政
策
と
環
境
の
問
忙
間
際
の
生
や
る
の
は
蓋
し
営

然
の
事
で
あ
る
。
従
っ
て
此
D
様
左
根
本
的
保
杵
を
依
〈
限
り
、
岡
氏
黛
白
財
政
改
革
運
動
が
、
モ
の
方
針
や
措
置
に
つ
い
て
は
、

何
等
快
く
る
舗
の
無
い
も
の
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
夫
等
一
伊
国
民
鶏
白
希
望
す
る
様
左
成
果
を
伴
び
得
な
か
っ
た
の
は
止
む
を
得
ぬ

事
で
あ
っ
た
。
か
く
て
闘
民
蕪
白
財
政
の
資
相
は
、
前
述
の
泊
り
に
、
表
町
上
で
は
財
政
改
草
運
動
が
完
備
し
た
鰹
系
を
整
へ
乍
ら

も
、
公
債
依
存
に
終
始
し
、
公
債
の
累
積
に
遁
ひ
立
て
ら
れ
て
、
む
し
ろ
一
時
的
た
庖
置
に
依
っ
て
念
を
凌
が
ざ
る
を
得
た
か
っ
た

の
で
あ
る
。

日
本
財
政
史
に
つ
い
て
之
を
見
る
忙
、
明
治
初
期
の
岡
家
政
策
は
少
〈
と
も
弐
の
二
つ
り
問
題
を
根
本
目
標
と
し
、
財
政
品
川
4
師副も

そ
白
方
向
に
動
員
さ
れ
て
ゐ
た
と
考
へ
る
事
が
出
き
る
。
印
ち
、
第
一
一
は
封
建
的
遺
制
。
清
算
に
依
る
中
央
集
権
岡
家
の
完
成
、
第

ニ
は
資
本
主
義
経
済
様
式
の
移
槌
に
依
る
闘
民
生
産
力
の
強
化
。
そ
し
て
財
政
に
は
、
此
の
二
つ
の
目
的
資
現
。
矯
白
金
融
的
側
面

捲
蛍
白
任
務
が
課
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

此
白
揚
合
に
財
政
政
策
と
し
て
借
入
金
・
紙
幣
務
行
・
公
債
強
行
等
白
方
法
が
採
ら

れ
、
そ
の
蛍
然
D
結
果
と
し
て
、
財
政
は
拾
牧
し
得
た
い
様
た
欣
態
に
陥
入
ら
ざ
る
を
得
左
か
っ
た
。
財
政
混
乱
期
が
続
い
た
後
所

謂
松
方
整
理
財
政
を
経
て
、
辛
う
じ
て
そ
白
面
白
を
一
新
し
全
ぐ
新
し
い
軌
道
に
そ
白
進
路
を
特
換
し
得
た
の
で
あ
っ
た
。
か
う
し

て
日
本
財
政
は
極
め
て
危
険
な
扶
飽
か
ら
脆
し
て
、
雨
後
安
定
し
た
軌
道
上
を
進
行
し
得
る
に
至
っ
た
D
で
あ
る
が
、
明
治
初
期
の

僚
主
十
九
巻

支
那
財
政
改
革
運
動
白
結
束

六

七

静

観

六

七



支
那
財
政
改
革
運
動
。
結
末

傍
五
十
九
巻

六
;¥、

骨

抗

ヌミ

i¥. 

財
政
が
此
の
様
左
大
き
な
騨
換
を
潟
し
得
た
の
は
、
財
政
整
理
技
術
も
さ
る
事
な
が
ら
、
之
を
つ
苦
つ
め
て
行
け
ば
、
そ
の
頃
ま
で

に
封
建
的
遺
制
の
清
算
に
依
る
中
央
集
構
図
出
張
白
完
成

t
、
資
本
主
義
経

J

拙
柄
欄
制
の
移
植
に
依
る
図
民
生
産
力
強
化
白
努
力
が
漸
く

貫
主
結
び
、
財
政
政
策
そ
の
も
の
が
、
岡
家
の
強
大
な
搭
刀
に
依
つ

τ背
後
か
ら
援
護
さ
れ
、
日
本
の
生
産
力
が
よ
〈
財
政
政
策
を

支
へ
得
た
か
ら
に
他
社
ら
・
な
い
の
で
あ
る
。

国
民
識
の
財
政
改
革
運
動
に
至
る
近
代
支
那
財
政
史
を
貫
く
一
聯
の
努
力
が
、
漸
次
モ
の
形

E
整
へ
て
行
昔
乍
ら
、
結
局
そ
の
目

的
を
遣
し
得
友
か
っ
た
の
は
、
此
の
様
左
所
に
問
題
が
潜
ん
で
ゐ
る
様
陀
思
は
れ
る
。
夫
丈
に
新
中
岡
の
財
政
政
策
に
闘
し
で
も
、

近
代
支
那
財
政
史
白
示
唆
す
る
所
大
友
る
も
の
が
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。

民
岡
十
八
年
度
民
闘
ニ
十
王
年
度
、
岡
民
講
財
政
由
概
要
弐
由
加
い
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(
車
位
千
元
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純
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